
22日 12:45～13:15受付 津田保健センター 平成29年11月生まれ木
●３～４カ月児健診(津田保健センター)

6日 12:30～13:00受付 津田保健センター 平成28年8月生まれ火
●１歳６カ月児健診(津田保健センター)

15日 12:30～13:00受付 津田保健センター 平成26年8月生まれ木
●３歳児健診(津田保健センター)
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【問】国保･健康課（長尾支所2階）　☎（0879）52-2518

　14:00～16:00火20日 長尾支所２階 希望者
●栄養相談

火 予約制20日 大川保健センター
●こども相談(発達や育児についての個別相談)

幼児希望者
（ご希望の方は事前にご連絡ください。）

２月２７日（火）　１０：００～１５：００
大川支所１階応接室

年金手帳、年金証書、印鑑等をお持ちください。
（代理人がお越しになる場合は委任状が必要となる場
合があります）
＊予約制ですので、事前に高松東年金事務所までご
連絡ください。

３月２２日(木)　１０：００～１５：００
市役所本庁附属棟多目的室

【問・申】高松東年金事務所お客様相談室
☎（087）861-3866

年金相談（予約制）年金相談（予約制）年金相談（予約制）年金相談（予約制）

国民年金機構からのお知らせ
国民年金保険料を社会保険料控除として申告する際は

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」等の添付をお忘れなく！
国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税等の社会保険料控除の対象となります。国民年金保険料

を社会保険料控除として申告する際は、一年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付しなければな
りません。

このため、生命保険会社等から送付される控除証明書と同様に、一年間に納付した国民年金保険料の額を証明
する「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が日本年金機構本部から昨年の11月上旬に送付されています。
年の途中から国民年金に加入した場合などで、昨年10月1日以降に初めて保険料を納付した方については、本年
の2月上旬に同様の証明書が送付されます。確定申告等の手続きの際に、国民年金保険料を社会保険料控除として
申告する場合には、必ずこの証明書や領収証書が必要となりますので、申告を行うまで大切に保管してください。

また、ご本人の保険料だけでなく、配偶者やご家族の保険料を納付した場合も、その納付額の全額が納付した方
の控除対象となりますので、このような場合は、確定申告の手続きの際にご自身の保険料の額と合算して申告でき
ます。（その際にはご家族分の証明書も一緒に添付する必要があります。）

なお、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書をなくされた場合はお近くの年金事務所で再発行できますので、
高松東年金事務所まで電話でお問い合わせください。その際は、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が必要
な方の基礎年金番号が必要となります。

税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方です。そのためにも
保険料は納め忘れのないようにキチンと納めましょう。

　土地・建物、会社・法人の登記事項証明書の請求には、自宅や会社のパソコンのＷｅｂブラウザから、インターネッ
トを利用して請求できる、「かんたん証明書請求」をご利用ください。
　請求された証明書は、郵送のほか、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受取りが可能です。

○窓口請求より安い！
　法務局（または法務局証明サービスセンター）の窓口で登記事項証明書を請求する場合の手数料は600円のと
ころ、‘かんたん証明書請求’を利用した郵送受取の場合は500円、窓口受取の場合は480円とお得です。

○自宅にいながら！
　手数料はインターネットバンキング、モバイルバンキング、電子納付対応のＡＴＭを利用し納付していただきます。

○ＷＥＢブラウザでかんたん！
　登記・供託オンライン申請システムのホームページで簡単な初期設定（申請者情報登録等）を行うだけで利用で
きます。

　詳しくは「かんたん証明書請求」でインターネット検索またはhttp://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jpの
ページから確認願います。

【問】高松東年金事務所国民年金課　☎（087）861-3866
自動音声案内②→②

家族の学習会
こころの病は他の病気と同じように誰でもか
かりうる病気ですが、症状の特徴から家族が
不安に感じることがあります。こころの病にか
かわることを一緒に学んだり、お互いに悩み
を分かち合う場です。
平成30年3月13日（火）13:30～15:00
香川県大川合同庁舎2階会議室

（さぬき市津田町津田930番地2）
ほっと一息タイム　～１年間を振り返ってみて～
精神障害のある方に関わる家族
電話による申し込み

内 　 容

日 時
場 所

テ ー マ
対 象 者
申込方法

【問・申】香川県東讃保健福祉事務所　保健対策課
　　　 精神保健担当　　 ☎（0879）29-8263

さぬき・まちの健康応援団では、健康で若々しい身体づくりのために、
身体のこり予防・こりほぐしの体操教室を開催します。

「体操はしたいけど、家で一人ではできない…」という方！
まちの健康応援団と一緒に身体を動かし、身体も心もリフレッシュしませんか？

参加ご希望の方は、下記までお申込みください。

日 時

開 催 場 所

持 参 物

お申込締切

平成３０年３月１６日（金）
１３：３０～１５：００
（受付１３：００～）

神前体育館
（寒川勤労者体育センター）

①体育館用シューズ　②水分補給用のお茶等　③汗拭きタオル
※運動しやすい服装でお越しください

平成３０年３月１３日（火）

内 容

講 師

①腰痛、肩こり・首こり予防体操
②さぬき・まちの健康応援団体操

健康運動指導士　中村麻紀先生

～さぬき・まちの健康応援団より～

リフレッシュ体操教室　参加者募集のお知らせ

【問・申】国保・健康課　さぬき・まちの健康応援団事務局（長尾支所２階）　☎（0879）52-2518

高松法務局からのお知らせ
登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続きが便利です

【問】高松法務局民事行政調査官室　☎（087）821-6342
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